
Ｑ１ 事業所マスタの登録方法                                    

■事業所を新規に登録するには、どのように対処すればいいですか。 

 

■Ａｎｓｗｅｒ 

以下の手順で登録します。 

（１）メニュー【システム保守】→【マスタ保守】画面→「施設・スタッフ」タブ→【事業所マスタ】画面で、[追加]ボタン

をクリックし開始年月を入力後、新規事業所の情報を登録します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで入力した開始年月以前の日付では、登録した事業所は使用できないため、開始年月は、プラン作成

やサービス提供等を実施する年月以前の年月を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Point！ 

事業所の二重登録を防ぐため、【事業所マスタ】画面では、登録しようとする事業所が既に登録され

ていないかを先ず確認してください。 

検索は、画面上部の「サービス」「施設」「名称」のいずれか（複数可）を指定して、[検索]ボタンを

クリックします。 

[追加]ボタンをクリック。 

 

開始年月を入力。 

 



（２）【事業所新規登録】画面で、各項目を入力し[登録]ボタンのクリックで登録します。 

「サービス」「所属施設」と背景色が黄色の項目は必須入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

（ａ）所属施設の選択方法 

検索する場合には、「施設名」に検索する施設名を入力し、[検索]ボタンをクリックしてください。 

該当の施設名が表示されたら、チェックを付け、[選択]ボタンをクリックします。 

    

 

 

 

Point！ 

地域密着型通所介護サービスを提供する事業所の場合には「地域密着型」にチェックを付けてください。 

「サービス」をクリックして事業所が 

提供するサービスを選択します。 

開始日は、月初（1 日）必須。 

「所属施設」をクリックして事業所が所属する施設を選択し

ます。「他法人」があればそれを選択してください。 

「他法人」があればそれを選択してください。 



（b）事業所の基本情報を入力 

名称 

フリガナ 

開始日＜開始日は、月初（1 日）必須＞  

利用区分                     を必ず入力します。 

郵便番号・電話番号・FAX・住所も適宜ご入力ください。 

 

   

 

（c）事業所番号の入力 

介護事業所番号 

予防事業所番号 

総合事業事業所番号を入力します。 

事業所番号が不明な場合は、その事業所様にお尋ねするか、介護サービス情報 公表システムのサイト 

を利用し、お調べください。 

 

その事業所様の地域区分コードを選択します。 

この地域区分コードの設定を誤ると、請求額が不正になりますので重要です。 

地域区分コードが不明な場合は、その事業所様にお尋ねするか、厚労省のサイトを利用しお調べください。 

   

 

（ｄ）事業所印字マスタの登録 

事業所印字マスタをクリックしてください。 

レセプト事業所印字マスタのウィンドウが表示されますので、編集ボタンを押下してください。 

左下の追加ボタンを押下します。 

      最後に右下の登録ボタンを押下します。 
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     チェックを付けて、選択ボタンを押下します。 

    

 

   事業所新規登録の画面に戻りましたら、登録を押下して終了です。 


